
 2022年６月９日 

 

福祉局長  

森下 貴浩 様 

  神戸市従業員労働組合 

民 生 支 部 

                                    支部長  宇佐美 敏恵 

 

 

  現業統一闘争要求書 

 

 

貴職におかれましては、平素より市民生活の「安全・安心」を守るとともに、くらしやすく快適

なまちづくりに、日夜ご尽力されていますことに対し心から敬意を表します。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の発生から 2 年を経過しましたが、感染拡大は一向に収まらず、

第６波による感染死亡者数は過去最多を記録しています。神戸市では「新型コロナウイルス感染症

神戸市対策本部」を設置し、市役所が持てる資源を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、適

切な医療・救急体制の確保、市民の生活や秩序の安定、公共インフラの安定的提供などに集中させ

る一方、緊急性の低い業務については、当面実施を見合わせ、市民の安定的な生活確保などを最優

先に取り組んでいますが、市民の生命と健康を脅かす危機的状況が中長期的に渡って続いているこ

とから、改めて職員が一丸となり、災害対応と同様に全庁挙げて取り組む必要があります。 

 また、神戸市では、2020 年９月に「スマート自治体」の実現という中長期的にめざす姿と、今

後５年間の行政運営及び財政運営の方向性を示した「行財政改革 2025」を策定しました。本方針

に掲げる「スマート自治体」とは、今後、生産年齢人口が減少し社会情勢が大きく変化する中で、

市民が効率的に行政サービスを利用出来るようにするなど、将来に渡って市民サービスの維持・向

上をめざすとしています。今後、より厳しい行政運営・財政運営が求められる中で、新しい技術を

積極的に活用し、市民のくらしの「安全・安心」を守る為にも健全な労使関係の構築が必要です。 

 厳しい財政状況でも、私たちは直営堅持を基軸に、日々の業務に創意工夫を重ね、福祉・公共サ

ービスの資質向上を図り、効率的な行政運営と多様化する市民ニーズに、的確かつ即応性を高め、

実践をしています。市民が安全で安心してくらせる公共サービスの拡充と資質向上をめざし、自治

体における行政責任を放棄することなく、直営で事業を行うとともに、職員が安全で安心して業務

を遂行出来るよう、労働安全衛生・職場環境改善や新型コロナウイルス感染症対策など、下記の

10 項目について、誠意を持って速やかに善処されますよう要求します。 

 

記 

 

１．自治体行政の責任として福祉事業を直営で行うこと。  

     神戸市における福祉施設においては、社会的弱者に対する市民セーフティネットとしての

役割があり、市民の生命を守る行政責任（使命）において直営による事業運営を継続するこ

と。その為、将来の業務体制の構築については、現場の声を傾聴し労使が一丸となって協議



することが重要であり、安易に行政責任を放棄することなく、課題を解決する責務がある。

市民サービスの最前線の現場で働く職員が主体となった会議を促すとともに、現場の声を無

視することなく協議内容を尊重し反映すること。   

    また、これまでの行財政改革に基づき移管が実施された施設に対しても、その後の検証を

行うことが、今後の市民サービスの向上に繋がり、行財政改革 2025 の本来の目的を達成す

る為に必要であると考える。 

 

２．勤務労働条件における事前協議制の遵守ならびに労使確認事項については、速やかに実施す 

ること。 

       勤務労働条件に関する事項については事前協議を行い、妥結した事項については順守し、

速やかに実施すること。また、将来的に勤務労働条件に関わる事項は、同時または直後に組

合への情報提供を速やかに行うとともに、事前に十分協議をすること。 

 

３．多様化、複雑化する市民ニーズへ十分に対応が出来る業務執行体制の確立を図るとともに、 

業務内容や業務量など実態に応じた班長制度に改革すること。 

技能労務職員の多くは、市民・利用者とのインターフェースの役割を担い、その経験から

培った知識や情報・ノウハウは常に最新、最有力の情報源であり、事業局にとっては、何に

も代え難い政策情報であると考えている。それを活用出来る制度へと移行していただきたい。 

班長制度導入以降、様々な法改正や市民ニーズの変化に伴い、業務はますます複雑多様化し、

その勤務実態から労働過重となっていることは明白である。労働環境の改善に努めること。 

 

４．労働災害など働くうえでの危険は多様化しており、再発防止策の早期の策定はもとより、災 

害を未然に防ぐ安全衛生管理体制の強化・拡充などの施策を協議、実施すること。また、心の 

健康問題に積極的・計画的に取り組むこと。 

安全衛生管理体制の強化・拡充については、職員の安全と健康を確保するとともに、快適

な職場環境の形成や公務災害の防止を図ること。また、労使による安全衛生委員会の適宜開

催において、委員の意見を反映し公務災害の事前防止に努めるなど、更なる活性化を求める。

心の健康問題では、正規・非正規に限らず欠員による労働過重がメンタル不調の要因の一つ

と考えられる。長時間労働を減らすことや精神的負担を軽減することにより、組合員の健康

維持、家庭や地域生活においても子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な

生き方が選択・実現出来る。より良いワークライフバランスの実現の観点からも、労働環境

の改善に向けて積極的・計画的に取り組むこと。                

   行政として、様々な有事を想定し、緊急事態から市民・利用者、職員の安全をしっかり守

るという責任を果たすべく、地域特性や職場環境に応じた各種マニュアル作成のもと、現場

への周知・徹底を図ること。  

 

５．市民サービスを停滞させることなく、安定的に提供する為の人員の確保と職員が安全で安心 

して働けるよう、引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策を講じること。 

    職員が安全で安心して業務を遂行出来るよう、人員体制を整えることはもとより、職員の

健康管理にも十分配慮したうえで、新型コロナウイルス感染防止対策について現場の意見を

聴収し、労働安全衛生の観点から、労使で十分に協議すること。いかなる事態が発生したと

しても、安定した市民サービスの提供と現場で働く職員が安全で安心して職務に専念出来る



よう、事業局として責任を持って感染防止に必要な物資を確保すると共に、感染防止策を整

えること。また、職員が業務などで感染したと思われる場合は、後遺症なども十分に踏まえ、

速やかに公務災害に関する必要な手続きをとることを、改めて各現場へ周知徹底を促すとと

もに、丁寧かつ適切に行うこと。 

 

６．欠員の補充については、速やかに正規職員で完全に補充すること。 

欠員が正規職員で補充されないことにより、現場に過度の負担を強いることや裏付け雇用

が困難であることは明白である。その趣旨を踏まえ、欠員については速やかに解消すること。  

民生職場では、長年、新規採用が再開されないことにより職員の高齢化を招き、病気休暇、

介護休暇の増加を引き起こしている。民生職場においても、技術の継承や年齢構成の歪みな

どの解消も含め、今後の定年退職者や年度途中の欠員見込み数を十分に精査し、差異が生じ

ないようにするとともに、今年度も実施されている労務職員採用選考の実施状況も踏まえ、

新規採用の再開も見据えた安定的かつ持続可能な将来の労働環境を構築すること。 

 

７．高齢期雇用対策については、十分に協議し、高齢者が安心して働き続けることが出来る労働 

条件を確立すること。 

 定年退職後、再就職を希望する組合員が安心して働き続けることが出来る職場環境を整え

ること。また、2023年度から定年の段階的引き上げが始まるのに際し、市として今年度末

退職者から 60才以後の勤務の意思を確認することとしている。高齢職員の多様な働き方を

確保し、引き上げの確実な実現を図る為にも、延長に関わる労働条件について労使で十分に

協議を行うこと。 

 

８．男女共同参画の推進・次世代育成支援対策推進法に対応する為、男女がともに性差なく働き 

続けることが出来る職場環境の整備を図ること。また、女性活躍推進法に基づく特定事業主行 

動計画を実行する為に協議すること。 

働き方の多様化が進む中、男女双方が働きやすい職場環境が確保されることによって、

個人が能力を最大限に発揮することが出来る。また、女性活躍推進法の趣旨を踏まえ、多

様化・高度化するニーズを敏感に捉え、的確に対応していく為に知識や業務内容を熟知し

ている技能労務職員に管理的地位を作り、働きやすい組織を構築すること。 

 

９．福祉事業の充実に努めること。 

 

10．以上の要求に対する回答については、誠意を持って文書回答するとともに、合意事項につい 

ては文書協約を交わすこと。 

 

 


